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(54)【発明の名称】 健康管理システム及び情報処理装置

(57)【要約】
【課題】  生活習慣病等の患者及び高齢者等の健康を管
理するための健康管理システム及びこれに使用する情報
処理装置を提供する。
【解決手段】  健康管理用通信装置１により、患者１０
０の脈拍データ、心電データ、呼吸データ、加速度デー
タ、体重データ、血圧データ、体温データ、及び脈波デ
ータを収集すると共に、患者１００に対して音声により
問診を行い、この問診結果の回答データを収集する。こ
れらのデータを情報処理装置３へ送信し、情報処理装置
３によって、これらのデータを用いて、患者１００の健
康状態の評価を行う。評価結果は、患者１００、医者２
００、及び訪問看護業者４００へ通知される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  医者の診断の対象となる対象者の健康状
態を表す健康状態情報を収集する健康管理用通信装置
と、該健康管理用通信装置と通信することが可能な情報
処理装置とを備える健康管理システムであって、
前記健康管理用通信装置は、収集した健康状態情報及び
該健康状態情報を収集した対象者を特定する対象者識別
情報を、前記情報処理装置へ送信する送信手段を具備
し、前記情報処理装置は、受信した健康状態情報に基づ
いて、前記対象者の健康状態の評価を行う評価手段と、
該評価手段による評価結果を、受信した対象者識別情報
が特定する対象者及び該対象者を診断する医者へ各別に
通知する通知手段とを具備することを特徴とする健康管
理システム。
【請求項２】  前記情報処理装置は、前記対象者識別情
報に対応付けて、前記健康管理用通信装置を特定する健
康管理用通信装置識別情報を記憶してあり、前記評価手
段は、対象者への通知用の対象者の健康状態の評価結果
を表す評価結果情報を生成すべくなしてあり、前記通知
手段は、受信した対象者識別情報に対応付けられた健康
管理用通信装置識別情報が特定する健康管理用通信装置
へ、前記評価手段が生成した評価結果情報を送信すべく
なしてあることを特徴とする請求項１記載の健康管理シ
ステム。
【請求項３】  対象者の健康状態の診断を行うために医
者によって使用される診断用通信装置を更に備え、前記
情報処理装置は、前記対象者識別情報に対応付けて、前
記診断用通信装置を特定する診断用通信装置識別情報を
記憶してあり、前記評価手段は、医者への通知用の対象
者の健康状態の評価結果を表す評価結果情報を生成すべ
くなしてあり、前記通知手段は、受信した対象者識別情
報に対応付けられた診断用通信装置識別情報が特定する
診断用通信装置へ、前記評価手段が生成した評価結果情
報を送信すべくなしてあることを特徴とする請求項１又
は２記載の健康管理システム。
【請求項４】  前記診断用通信装置は、対象者識別情報
と、対象者のカルテを表すカルテ情報とを受け付ける受
付手段と、該受付手段によって受け付けた対象者識別情
報及びカルテ情報を情報処理装置へ送信する送信手段を
具備し、前記情報処理装置は、受信した対象者識別情報
に対応付けて、受信したカルテ情報を記憶するカルテ情
報記憶部を更に具備することを特徴とする請求項３記載
の健康管理システム。
【請求項５】  対象者の訪問看護を行うために、対象者
の看護を行う看護者によって使用される看護用通信装置
を更に備え、前記情報処理装置は、前記対象者識別情報
に対応付けて、前記看護用通信装置を特定する看護用通
信装置識別情報を記憶してあり、前記評価手段は、看護
者への通知用の対象者の健康状態の評価結果を表す評価
結果情報を生成すべくなしてあり、前記通知手段は、受
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信した対象者識別情報に対応付けられた看護用通信装置
識別情報が特定する看護用通信装置へ、前記評価手段が
作成した評価結果情報を送信すべくなしてあることを特
徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の健康管理シス
テム。
【請求項６】  看護者の看護の対象となる対象者の健康
状態を表す健康状態情報を収集する健康管理用通信装置
と、該健康管理用通信装置と通信することが可能な情報
処理装置とを備える健康管理システムであって、
前記健康管理用通信装置は、収集した健康状態情報及び
該健康状態情報を収集した対象者を特定する対象者識別
情報を、前記情報処理装置へ送信する送信手段を具備
し、前記情報処理装置は、受信した健康状態情報に基づ
いて、前記対象者の健康状態の評価を行う評価手段と、
該評価手段による評価結果を、受信した対象者識別情報
が特定する対象者及び該対象者を看護する看護者へ各別
に通知する通知手段とを具備することを特徴とする健康
管理システム。
【請求項７】  前記健康管理用通信装置は、対象者に問
診を行い、問診に対する回答を受け付け、受け付けた回
答を表す回答情報を出力する問診部と、対象者の生理状
態を検出し、検出した生理状態を表す生理情報を出力す
る検出部とを更に具備し、前記問診部が出力した回答情
報及び前記検出部が出力した生理情報を、前記健康状態
情報として情報処理装置へ送信すべくなしてあることを
特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載の健康管理シ
ステム。
【請求項８】  前記問診部は、複数の問診用メッセージ
の音声を発生する音声発生手段と、対象者の音声を検出
し、検出した音声を認識する音声認識手段とを有し、該
音声認識手段による音声認識の結果に基づいて、前記回
答情報を生成すべくなしてあることを特徴とする請求項
７記載の健康管理システム。
【請求項９】  前記検出部は、対象者の身体に装着する
ことが可能としてあることを特徴とする請求項７又は８
記載の健康管理システム。
【請求項１０】  前記情報処理装置は、対象者へ提供し
た情報に応じて、該対象者に対する課金を表す課金情報
を演算すべくなしてあることを特徴とする請求項１乃至
９の何れかに記載の健康管理システム。
【請求項１１】  前記情報処理装置は、前記診断用通信
装置を使用する医者に対する課金を表す課金情報を演算
すべくなしてあることを特徴とする請求項３乃至５及び
請求項７乃至１０の何れかに記載の健康管理システム。
【請求項１２】  前記情報処理装置は、前記看護者へ提
供した情報に応じて、該看護者に対する課金を表す課金
情報を演算すべくなしてあることを特徴とする請求項５
乃至１１の何れかに記載の健康管理システム。
【請求項１３】  医者の診断の対象となる対象者を特定
する対象者識別情報及び対象者の健康状態を表す健康状
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態情報を受信する受信手段と、該受信手段によって受信
した健康状態情報に基づいて、前記対象者識別情報が特
定する対象者の健康状態の評価を行う評価手段と、該評
価手段による評価結果を、前記対象者及び該対象者を診
断する医者へ各別に通知する通知手段とを備えることを
特徴とする情報処理装置。
【請求項１４】  前記評価手段は、対象者への通知用の
対象者の健康状態の評価結果を表す評価結果情報を生成
すべくなしてあり、前記通知手段は、受信した対象者識
別情報に基づいて、前記評価手段が生成した評価結果情
報を送信すべくなしてあることを特徴とする請求項１３
記載の情報処理装置。
【請求項１５】  前記評価手段は、医者への通知用の対
象者の健康状態の評価結果を表す評価結果情報を生成す
べくなしてあり、前記通知手段は、受信した対象者識別
情報に基づいて、前記評価手段が生成した評価結果情報
を送信すべくなしてあることを特徴とする請求項１３又
は１４記載の情報処理装置。
【請求項１６】  前記評価手段は、対象者を看護する看
護者への通知用の対象者の健康状態の評価結果を表す評
価結果情報を生成すべくなしてあり、前記通知手段は、
受信した対象者識別情報に基づいて、前記評価手段が作
成した評価結果情報を送信すべくなしてあることを特徴
とする請求項１３乃至１５の何れかに記載の情報処理装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、医者による患者の
健康状態の診断を補助するために用いられる患者の健康
管理システム、及び該健康管理システムに用いられる情
報処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】糖尿病等の生活習慣病の療養、及び高齢
者の健康維持等には、日常的な健康管理が重要である。
このような生活習慣病等の患者及び高齢者等（以下、患
者という）は、自己の健康状態を把握し、これを現状よ
りも改善するために、定期的に病院又は医院に通院し、
医者による健康状態の診断に従って、健康管理を行う必
要がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】ところが、患者が頻繁
に病院又は医院へ通院することは、患者にとって精神
的、身体的に負担が大きく、また医療費も嵩むという問
題がある。また、定期的な通院の度に、医者が患者に問
診を行い、患者の脈拍、血圧等を測定するだけでは、通
院時以外の日常的な患者の健康状態を把握することが困
難であり、正確に患者の診断を行うためには不十分であ
るという虞がある。
【０００４】また、大規模な病院では、カルテ等の診断
に用いる情報の電子化が進められているが、これには高
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価なコンピュータシステムが必要であり、規模が小さい
医院等では、このような高価なコンピュータシステムを
導入することが困難であるという問題があった。
【０００５】また、患者の健康状態によっては、看護を
必要とする場合があり、患者の訪問看護を行う企業によ
って、このような患者の訪問看護が行われているが、こ
の場合にも看護者が訪問看護を行う度に、問診並びに脈
拍及び血圧等の測定を行うだけでは、訪問時以外の日常
的な患者の健康状態を把握することが困難であり、適切
な看護を行うことが困難であるという虞がある。
【０００６】また、日常的な患者の健康状態を収集する
ために、コンピュータを用いて、ディスプレイに問診用
の複数項目の設問を表示し、患者がキーボードから回答
を入力するようにし、この回答を用いて簡易的な診断を
行う装置が開発されているが、このような装置の使用
は、高齢者等のコンピュータに対する操作に不慣れな患
者に対して負担が大きいという問題があった。
【０００７】また、患者の家屋内等に設置された血圧計
及び脈拍計等を用いて、患者の脈拍及び血圧等を測定
し、患者の日常的な健康状態を収集することが行われて
いるが、外出時の患者の脈拍及び血圧等の状態を測定す
ることができないという問題があった。
【０００８】本発明は斯かる事情に鑑みてなされたもの
であり、健康管理用通信装置によって、患者の健康状態
を表す健康状態情報を収集し、この健康状態情報を情報
処理装置へ送信し、情報処理装置が前記健康状態情報に
基づいて患者の健康状態の評価を行い、この結果を患者
及び該患者の主治医等に通知することにより、患者及び
医者が容易に患者の日常的な健康状態を把握でき、医者
が患者の健康状態を診断する場合にも、情報処理装置か
ら通知された評価結果を用いることにより、より正確に
患者の健康状態を診断することが可能な健康管理システ
ム、及びこのシステムに使用する情報処理装置を提供す
ることを目的とする。
【０００９】本発明の他の目的は、医者が患者の診断に
使用する診断用通信装置によって、患者のカルテを表す
カルテ情報を情報処理装置へ送信し、該情報処理装置に
記憶することにより、小規模な医院等であっても、安価
にカルテの電子化を行うことができる健康管理システム
を提供することにある。
【００１０】本発明の更に他の目的は、情報処理装置か
ら患者の看護に使用する看護用通信装置へ、患者の健康
状態を評価した結果を表す評価結果情報を送信し、看護
者へ患者の健康状態を通知することにより、看護者も日
常的な患者の健康状態を把握することができ、患者の健
康状態に合致した看護を行うことが可能となる健康管理
システム、及びこのシステムに使用する情報処理装置を
提供することにある。
【００１１】本発明の更に他の目的は、健康管理用通信
装置によって、問診用のメッセージを音声で出力し、患
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者がこれに応じて回答した内容を、音声認識を用いて認
識することにより、患者が複雑な操作を行うことなく、
問診を行うことができる健康管理システムを提供するこ
とにある。
【００１２】本発明の更に他の目的は、健康管理用通信
装置に、患者の脈拍及び血圧等の生理情報を検出するこ
とができ、しかも患者の身体に装着することが可能な可
搬型の検出部を設けることにより、患者が外出した場合
であっても前記生理情報を収集することができる健康管
理システムを提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】第１発明に係る健康管理
システムは、医者の診断の対象となる対象者の健康状態
を表す健康状態情報を収集する健康管理用通信装置と、
該健康管理用通信装置と通信することが可能な情報処理
装置とを備える健康管理システムであって、前記健康管
理用通信装置は、収集した健康状態情報及び該健康状態
情報を収集した対象者を特定する対象者識別情報を、前
記情報処理装置へ送信する送信手段を具備し、前記情報
処理装置は、受信した健康状態情報に基づいて、前記対
象者の健康状態の評価を行う評価手段と、該評価手段に
よる評価結果を、受信した対象者識別情報が特定する対
象者及び該対象者を診断する医者へ各別に通知する通知
手段とを具備することを特徴とする。
【００１４】第２発明に係る健康管理システムは、第１
発明に係る健康管理システムにおいて、前記情報処理装
置は、前記対象者識別情報に対応付けて、前記健康管理
用通信装置を特定する健康管理用通信装置識別情報を記
憶してあり、前記評価手段は、対象者への通知用の対象
者の健康状態の評価結果を表す評価結果情報を生成すべ
くなしてあり、前記通知手段は、受信した対象者識別情
報に対応付けられた健康管理用通信装置識別情報が特定
する健康管理用通信装置へ、前記評価手段が生成した評
価結果情報を送信すべくなしてあることを特徴とする。
【００１５】第３発明に係る健康管理システムは、第１
又は第２発明に係る健康管理システムにおいて、対象者
の健康状態の診断を行うために医者によって使用される
診断用通信装置を更に備え、前記情報処理装置は、前記
対象者識別情報に対応付けて、前記診断用通信装置を特
定する診断用通信装置識別情報を記憶してあり、前記評
価手段は、医者への通知用の対象者の健康状態の評価結
果を表す評価結果情報を生成すべくなしてあり、前記通
知手段は、受信した対象者識別情報に対応付けられた診
断用通信装置識別情報が特定する診断用通信装置へ、前
記評価手段が生成した評価結果情報を送信すべくなして
あることを特徴とする。
【００１６】第４発明に係る健康管理システムは、第３
発明に係る健康管理システムにおいて、前記診断用通信
装置は、対象者識別情報と、対象者のカルテを表すカル
テ情報とを受け付ける受付手段と、該受付手段によって
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受け付けた対象者識別情報及びカルテ情報を情報処理装
置へ送信する送信手段を具備し、前記情報処理装置は、
受信した対象者識別情報に対応付けて、受信したカルテ
情報を記憶するカルテ情報記憶部を更に具備することを
特徴とする。
【００１７】第５発明に係る健康管理システムは、第１
乃至第４発明の何れかに係る健康管理システムにおい
て、対象者の訪問看護を行うために、対象者の看護を行
う看護者によって使用される看護用通信装置を更に備
え、前記情報処理装置は、前記対象者識別情報に対応付
けて、前記看護用通信装置を特定する看護用通信装置識
別情報を記憶してあり、前記評価手段は、看護者への通
知用の対象者の健康状態の評価結果を表す評価結果情報
を生成すべくなしてあり、前記通知手段は、受信した対
象者識別情報に対応付けられた看護用通信装置識別情報
が特定する看護用通信装置へ、前記評価手段が作成した
評価結果情報を送信すべくなしてあることを特徴とす
る。
【００１８】第６発明に係る健康管理システムは、看護
者の看護の対象となる対象者の健康状態を表す健康状態
情報を収集する健康管理用通信装置と、該健康管理用通
信装置と通信することが可能な情報処理装置とを備える
健康管理システムであって、前記健康管理用通信装置
は、収集した健康状態情報及び該健康状態情報を収集し
た対象者を特定する対象者識別情報を、前記情報処理装
置へ送信する送信手段を具備し、前記情報処理装置は、
受信した健康状態情報に基づいて、前記対象者の健康状
態の評価を行う評価手段と、該評価手段による評価結果
を、受信した対象者識別情報が特定する対象者及び該対
象者を看護する看護者へ各別に通知する通知手段とを具
備することを特徴とする。
【００１９】第７発明に係る健康管理システムは、第１
乃至第６発明の何れかに係る健康管理システムにおい
て、前記健康管理用通信装置は、対象者に問診を行い、
問診に対する回答を受け付け、受け付けた回答を表す回
答情報を出力する問診部と、対象者の生理状態を検出
し、検出した生理状態を表す生理情報を出力する検出部
とを更に具備し、前記問診部が出力した回答情報及び前
記検出部が出力した生理情報を、前記健康状態情報とし
て情報処理装置へ送信すべくなしてあることを特徴とす
る。
【００２０】第８発明に係る健康管理システムは、第７
発明に係る健康管理システムにおいて、前記問診部は、
複数の問診用メッセージの音声を発生する音声発生手段
と、対象者の音声を検出し、検出した音声を認識する音
声認識手段とを有し、該音声認識手段による音声認識の
結果に基づいて、前記回答情報を生成すべくなしてある
ことを特徴とする。
【００２１】第９発明に係る健康管理システムは、第７
又は第８発明に係る健康管理システムにおいて、前記検
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7
出部は、対象者の身体に装着することが可能としてある
ことを特徴とする。
【００２２】第１０発明に係る健康管理システムは、第
１乃至第９発明の何れかに係る健康管理システムにおい
て、前記情報処理装置は、対象者へ提供した情報に応じ
て、該対象者に対する課金を表す課金情報を演算すべく
なしてあることを特徴とする。
【００２３】第１１発明に係る健康管理システムは、第
３乃至第５及び第７乃至第１０発明の何れかに係る健康
管理システムにおいて、前記情報処理装置は、前記診断
用通信装置を使用する医者に対する課金を表す課金情報
を演算すべくなしてあることを特徴とする。
【００２４】第１２発明に係る健康管理システムは、第
５乃至第１１発明の何れかに係る健康管理システムにお
いて、前記情報処理装置は、前記看護者へ提供した情報
に応じて、該看護者に対する課金を表す課金情報を演算
すべくなしてあることを特徴とする。
【００２５】第１３発明に係る情報処理装置は、医者の
診断の対象となる対象者を特定する対象者識別情報及び
対象者の健康状態を表す健康状態情報を受信する受信手
段と、該受信手段によって受信した健康状態情報に基づ
いて、前記対象者識別情報が特定する対象者の健康状態
の評価を行う評価手段と、該評価手段による評価結果
を、前記対象者及び該対象者を診断する医者へ各別に通
知する通知手段とを備えることを特徴とする。
【００２６】第１４発明に係る情報処理装置は、第１３
発明に係る情報処理装置において、前記評価手段は、対
象者への通知用の対象者の健康状態の評価結果を表す評
価結果情報を生成すべくなしてあり、前記通知手段は、
受信した対象者識別情報に基づいて、前記評価手段が生
成した評価結果情報を送信すべくなしてあることを特徴
とする。
【００２７】第１５発明に係る情報処理装置は、第１３
又は第１４発明に係る情報処理装置において、前記評価
手段は、医者への通知用の対象者の健康状態の評価結果
を表す評価結果情報を生成すべくなしてあり、前記通知
手段は、受信した対象者識別情報に基づいて、前記評価
手段が生成した評価結果情報を送信すべくなしてあるこ
とを特徴とする。
【００２８】第１６発明に係る情報処理装置は、第１３
乃至第１５発明の何れかに係る情報処理装置において、
前記評価手段は、対象者を看護する看護者への通知用の
対象者の健康状態の評価結果を表す評価結果情報を生成
すべくなしてあり、前記通知手段は、受信した対象者識
別情報に基づいて、前記評価手段が作成した評価結果情
報を送信すべくなしてあることを特徴とする。
【００２９】第１及び第１３発明による場合は、健康管
理用通信装置によって、対象者の健康状態を表す健康状
態情報を収集し、この健康状態情報を情報処理装置へ送
信し、情報処理装置が前記健康状態情報に基づいて対象
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者の健康状態の評価を行い、この結果を対象者及び該対
象者の主治医等に通知することにより、容易に対象者の
日常的な健康状態を把握でき、医者が対象者を診断する
場合にも、情報処理装置から通知された評価結果を用い
ることで、より正確に対象者を診断することが可能とな
る。
【００３０】また、ここでいう対象者への評価結果の通
知は、評価結果を示す文書等を、対象者に対してファク
シミリ、郵便などによって送付することによって行うこ
とができる。この場合、対象者は情報処理装置から評価
結果を受け取るために新たな装置を用意する必要が無
く、安価にこのような健康管理システムを利用すること
ができる。
【００３１】また、同様に、医者への評価結果の通知
も、評価結果を表す文書等を、医者に対してファクシミ
リ、郵便などによって送付することによって行うことが
できる。この場合、小規模な医院等においても、高価な
コンピュータシステムを導入することなく、安価にこの
ような健康管理システムを利用することができる。
【００３２】第２及び第１４発明による場合は、情報処
理装置から送信された評価結果情報を、健康管理用通信
装置が受信することによって、対象者への評価結果の通
知を行う。従って、情報処理装置が評価結果情報を生成
した後に、これを自動的に健康管理用通信装置へ送信す
ることにより、自動的に対象者へ評価結果を通知するこ
とができる。
【００３３】第３及び第１５発明による場合は、情報処
理装置から送信された評価結果情報を、診断用通信装置
が受信することによって、医者への評価結果の通知を行
う。従って、情報処理装置が評価結果情報を生成した後
に、これを自動的に診断用通信装置へ送信することによ
り、自動的に医者へ評価結果を通知することができる。
【００３４】第４発明による場合は、医者が対象者の診
断に使用する診断用通信装置によって、対象者のカルテ
を表すカルテ情報を情報処理装置へ送信し、該情報処理
装置に記憶することにより、小規模な医院等であって
も、安価にカルテの電子化を行うことができる。
【００３５】第５、第６及び第１６発明による場合は、
対象者の健康状態を評価した結果を、看護者へ通知する
ことにより、看護者も日常的な対象者の健康状態を把握
することができ、対象者の健康状態に合致した看護を行
うことが可能となる。
【００３６】第７発明による場合は、問診部によって対
象者に問診を行い、検出部によって対象者の脈拍及び血
圧等の生理状態を検出し、問診結果及び生理状態を用い
て対象者の健康状態の評価を行うことにより、十分に正
確に健康状態の評価を行うことができる。
【００３７】第８発明による場合は、音声発生手段によ
って、問診用のメッセージを音声で出力し、対象者がこ
れに応じて回答した内容を、音声認識手段によって音声
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9
認識を用いて認識することにより、対象者が複雑な操作
を行うことなく、容易に問診を受けることができる。
【００３８】第９発明による場合は、検出部を対象者の
身体に装着することが可能な可搬型の検出部とすること
により、対象者が外出した場合であっても前記生理情報
を収集することができる。
【００３９】第１０発明による場合は、対象者へ提供し
た情報に応じて、対象者に対する課金を表す課金情報を
演算する。これにより、対象者へ提供した情報に応じた
金額を徴収することができ、また前記課金情報を自動的
に演算することで、対象者に対する課金を計算する処理
に要する手間をなくすことが可能となる。
【００４０】第１１発明による場合は、医者が診断用通
信装置を使用する場合に、この使用に基づいて、医者に
対する課金を表す課金情報を演算する。これにより、カ
ルテ情報の管理等に応じた金額を徴収することができ、
また前記課金情報を自動的に演算することで、医者に対
する課金を計算する処理に要する手間をなくすことが可
能となる。
【００４１】第１２発明による場合は、看護者へ提供し
た情報に応じて、看護者に対する課金を表す課金情報を
演算する。これにより、看護者へ提供した情報に応じた
金額を徴収することができ、また前記課金情報を自動的
に演算することで、看護者に対する課金を計算する処理
に要する手間をなくすことが可能となる。
【００４２】
【発明の実施の形態】以下本発明をその実施の形態を示
す図面に基づいて詳述する。
（実施の形態１）図１は、本発明に係る健康管理システ
ムの実施の形態１の要部の構成を示す模式図である。実
施の形態１に係る健康管理システムは、患者１００の健
康管理を行うためのシステムであり、このシステムに
は、医者２００、患者の健康管理及び医者の患者を診断
するために用いる情報の情報管理に係るサービスを提供
する企業等のサービス提供者３００、患者１００を組合
員とする健康保険組合５００、及び患者１００の訪問看
護を行う企業等の訪問看護業者４００が関与する。また
この健康管理システムは、患者１００の家庭に設置され
る健康管理用通信装置１及びファクシミリ装置１Ａ、病
院又は医院等に設置されるファクシミリ装置２、サービ
ス提供者３００側に設置される情報処理装置３、並びに
訪問看護業者４００側に設置される訪問看護用通信装置
４から構成される。
【００４３】図２は、健康管理用通信装置１の一例を示
す模式図である。健康管理用通信装置１は、患者１００
に親しみを感じさせるように、その外観形状を愛玩動物
に模した本体１１と、患者１００の身体に装着すること
が可能な形状をなし、患者１００の脈拍を検出するバイ
タルセンサ（検出部）１２とを備えている。バイタルセ
ンサ１２は、脈拍計、心電計、呼吸計、３軸加速時計
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（図示せず）を備えており、該３軸加速度計は、患者１
００の前後方向（Ｘ軸方向）、左右方向（Ｙ軸方向）、
及び上下方向（Ｚ軸方向）の加速度を測定することがで
きるようになされている。患者１００が前記バイタルセ
ンサ１２を身体に装着することによって、１日分の脈
拍、心電図、呼吸、及び加速度が測定される。測定によ
って得られた脈拍データ、心電データ、呼吸データ、及
び加速度データは、患者１００を特定する患者識別情報
と共に、バイタルセンサ１２に内蔵されたＰＨＳ通信装
置（図示せず）により、情報処理装置３へ送信される。
【００４４】一方、患者１００の家庭内には、体重計１
３及び血圧計１４が設置されており、これらによって取
得された体重データ及び血圧データを、微弱電波による
無線通信により本体１１が取り込む。図３は、本体１１
の構成を示すブロック図である。本体１１は、制御部１
１ａ、マイク１１ｂ、スピーカ１１ｃ、体温計１１ｄ、
脈波計１１ｅ、無線通信部１１ｆ、及びＰＨＳ通信部１
１ｇを備えている。マイク１１ｂ及びスピーカ１１ｃ
は、本体１１の顔の部分に埋設されており、体温計１１
ｄは、本体１１の尾の部分に取り付けられており、また
脈波計１１ｅは、本体１１の左手の部分に取り付けられ
ている。患者１００が本体１１の尾の部分に触れること
で、体温計１１ｄが患者１００の体温を測定し、患者１
００が本体１１の左手の部分に触れることで、脈波計１
１ｅが患者１００の脈波を測定する。
【００４５】また、本体１１は、スピーカ１１ｃから音
声を出力することができ、問診の設問を表すメッセージ
を、音声としてスピーカ１１ｃから出力するようになっ
ている。更に、前記設問に対して患者１００が回答した
内容（「はい」又は「いいえ」）をマイク１１ｂによっ
て取り込み、これを制御部１１ａが音声認識することに
より、回答内容を認識することができるようになってい
る。そして、本体１１が体重計１３及び血圧計１４から
夫々取り込んだ体重データ及び血圧データ、体温計１１
ｄ及び脈波計１１ｅによる測定によって得られた体温デ
ータ及び脈波データ、並びに本体１１の問診によって得
られた患者１００の回答を表す回答データは、前記患者
識別情報と共に、ＰＨＳ通信部１１ｇにより、情報処理
装置３へ送信される。
【００４６】図４は、情報処理装置３の構成を示すブロ
ック図である。情報処理装置３は、ＣＰＵ３１、ＲＡＭ
３２、ＲＯＭ３３、ハードディスク装置３４、及びイン
タフェース回路３５を備えており、該インタフェース回
路３５には、健康管理用通信装置１との通信を行うため
のＰＨＳ通信装置３６、ファクシミリ装置２との通信を
行うためのモデム装置３７、及びインターネットに接続
されており、同じくインターネットに接続された看護用
通信装置４との通信を行うための通信装置３８が接続さ
れている。
【００４７】情報処理装置３は、健康管理用通信装置１
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から送信されたデータ（健康状態情報）を、ＰＨＳ通信
装置３６によって受け、このデータをインタフェース回
路３５を介して取り込む。更に、このデータに含まれる
患者識別情報から、ハードディスク装置３４に格納され
ているこの患者の個人ファイルを選び出し、取り込んだ
データをこの個人ファイルに記憶する。
【００４８】また、情報処理装置３は、健康管理用通信
装置１から受け取ったデータを記憶すると共に、このデ
ータを用いて、患者１００の健康状態の評価を行う。こ
の評価結果は、前記モデム装置３７により、ファクシミ
リ装置１Ａへ送信され、患者１００に通知される。これ
と同様に、評価結果がファクシミリ装置２へ送信され、
医者２００に通知される。また、評価結果は、インター
ネットを通じて看護通信装置４へ送信され、訪問看護業
者４００に通知される。
【００４９】次に、本実施の形態１に係る健康管理シス
テムの処理手順を説明する。図５～図８は、本実施の形
態１に係る健康管理システムの処理手順を示すフローチ
ャートである。まず、健康管理用通信装置１は、一定時
刻（例えば午後１０時）に、本体１１により、健康状態
の評価を受けるか否かを患者１００に音声メッセージを
出力して問いかける（ステップ１）。本体１１は、この
問いかけに対する回答をパターンマッチング等の公知の
技術を用いた音声認識により認識する。患者１００から
受けない旨の回答がされた場合には、処理を終了する。
一方、受ける旨の回答がされた場合には、バイタルセン
サ１２によって、脈拍データ、心電データ、呼吸デー
タ、及び加速度データを、患者１００を特定する患者識
別データと共に、情報処理装置３へ送信する（ステップ
２）。これと同時に、本体１１によって、患者の体重デ
ータ、血圧データ、体温データ、及び脈波データを収集
し（ステップ３～６）、次いで後述する問診処理を行い
（ステップ７）、患者１００の問診に対する回答を表す
回答データを収集して、収集した体重データ、血圧デー
タ、体温データ、脈波データ、回答データ、及び前記患
者識別データを、情報処理装置３へ送信する（ステップ
８）。
【００５０】ステップ２においては、一定時刻（例えば
午後１０時）に、１日分の脈拍データ、心電データ、呼
吸データ、及び加速度データ（例えば前日の午後１０時
から当日の午後１０時までの脈拍、心電図、呼吸、及び
加速度を表すデータ）を送信する。
【００５１】また、ステップ３においては、一定時刻
（例えば午後１０時）に、体重の測定を促す音声メッセ
ージ（例えば「体重を測定してください」）を本体１か
ら出力する。これにより患者１００に体重計１３で体重
を測定させ、測定結果を体重計１３が本体１へ送信し、
これを本体１が受信して、体重データの収集が達成され
る。同様に、ステップ４においては、体重データの収集
を終えた後に、血圧の測定を促す音声メッセージを本体
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１から出力し、患者１００に血圧計１４を使用させ、血
圧計１４から送信される血圧データを本体１が受信し
て、血圧データの収集が達成される。
【００５２】ステップ５においては、血圧データの収集
を終えた後に、体温の測定を促す音声メッセージ（例え
ば「しっぽに触ってください」）を本体１から出力し、
患者１００に体温計１１ｄに触れさせることにより、体
温データの収集を行う。また同様に、ステップ６におい
ては、体温データの収集を終えた後に、脈波の測定を促
す音声メッセージ（例えば「左手に触ってください」）
を本体１から出力し、患者１００に一定時間（例えば１
分間）脈波計１１ｅを触れさせることにより、脈波デー
タの収集を行う。
【００５３】情報処理装置３は、脈拍データ、心電デー
タ、呼吸データ、加速度データ、及び患者識別データを
受信し（ステップ９）、体重データ、血圧データ、体温
データ、脈波データ、回答データ、及び患者識別データ
を受信する（ステップ１０）。そして、これらのデータ
を用いて、後述する消費カロリ演算処理、有酸素運動時
間演算処理、睡眠時間演算処理、ストレス時間演算処
理、生活リズム演算処理、健康状態評価処理、及び問診
評価処理を行う（ステップ１１～１７）。
【００５４】また、情報処理装置３には、患者１００へ
の課金を表す患者課金データが、患者１００の患者識別
データに対応付けられて、ハードディスク装置３４に記
憶してある。患者課金データは、１月当たりの課金の総
計を表しており、この課金は、１月当たりに、本健康管
理システムを使用するのに必要な基本料金、及び患者１
００が健康状態の評価を１回受けるために必要な使用料
金に、１月中に評価を受けた回数を乗じた料金からなっ
ている。そして、情報処理装置３は、患者課金データが
表す金額に１回の使用料金を加えた金額を、新たな課金
とすべく患者課金データを更新する（ステップ１８）。
【００５５】情報処理装置３には、患者毎に、患者が保
有するファクシミリ装置のファクシミリ番号を表す患者
ファクシミリデータ、及び患者の主治医が保有するファ
クシミリ装置のファクシミリ番号を表す医者ファクシミ
リデータが、患者の患者識別データに対応づけられて、
ハードディスク装置３４に記憶してある。情報処理装置
３は、患者１００の氏名、体重、消費カロリ演算処理に
よって得られる消費カロリ、有酸素運動演算処理によっ
て得られる有酸素運動時間、睡眠時間演算処理によって
得られる睡眠時間及び深睡眠時間、ストレス時間演算処
理によって得られるストレス時間、生活リズム演算処理
によって得られる睡眠開始時刻及び睡眠終了時刻、健康
状態評価処理によって得られる評価結果、並びに問診評
価処理によって得られる問診結果を夫々記載した文書の
第１文書データを生成し（ステップ１９) 、患者１００
の氏名、体重、血圧、体温、脈波、消費カロリ、有酸素
運動時間、睡眠時間、ストレス時間、睡眠開始時刻及び
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睡眠終了時刻、並びに問診結果を夫々記載した文書の第
２文書データを生成し（ステップ２０) 、第１文書デー
タを、患者ファクシミリデータからファクシミリ装置１
Ａへ送信し（ステップ２１) 、第２文書データを、医者
ファクシミリデータからファクシミリ装置２へ送信する
（ステップ２２) 。そして、患者１００の氏名、体重、
血圧、体温、脈波、消費カロリ、睡眠時間、及び問診結
果を含むデータを、看護用通信装置４へ送信する（ステ
ップ２３）。
【００５６】また、情報処理装置３には、訪問看護業者
４００への課金を表す看護者課金データが、ハードディ
スク装置３４に記憶してある。看護者課金データは、１
月当たりの課金の総計を表しており、この課金は、１月
当たりに、訪問看護業者４００へ情報を提供した回数に
応じた金額となっている。そして、情報処理装置３は、
看護者課金データが表す金額に１回の情報提供料金を加
えた金額を、新たな課金とすべく看護者課金データを更
新する（ステップ２４）。看護用通信装置４は、データ
を受信し（ステップ２５）、これを出力して（ステップ
２６）、処理を終了する。
【００５７】続いて、問診処理の処理手順について説明
する。図９は、問診処理の処理手順を示すフローチャー
トである。本体１１の制御部１１ａには、予め問診の設
問を表すデータが複数記憶されている。図１０は、生活
習慣に関する設問の一例を説明する図表であり、図１１
は、体調に関する設問の一例を説明する図表である。本
体１１は、図１０に示すような生活習慣に関する設問の
内の最初の設問を選択し（ステップ７０１）、これを音
声メッセージとして出力し（ステップ７０２）、これに
対して患者１００から回答（「はい」又は「いいえ」）
された場合に、この回答を音声認識により認識する（ス
テップ７０３）。
【００５８】認識結果を設問番号に対応付け、これを回
答データとして記憶し（ステップ７０４）、選択された
設問が生活習慣に関する設問の内の最後の設問であるか
否かを判別し（ステップ７０５）、最後の設問でない場
合、次の設問を選択し（ステップ７０６）、ステップ７
０２へ戻る。ステップ７０５において、最後の設問であ
る場合、図１１に示すような体調に関する設問の内の最
初の設問を選択し（ステップ７０７）、これを音声メッ
セージとして出力し（ステップ７０８）、患者１００か
らの回答を音声認識して（ステップ７０９）、認識結果
を設問番号に対応付けて、回答データとして記憶する
（ステップ７１０）。選択された設問が体調に関する設
問の内の最後の設問であるか否かを判別し（ステップ７
１１）、最後の設問でない場合、次の設問を選択し（ス
テップ７１２）、ステップ７０８へ戻る。ステップ７１
１において、最後の設問である場合、リターンする。
【００５９】なお、図１０及び図１１に示すような設問
のデータは、情報処理装置３から新たなデータが定期的
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に送信され、このデータに更新されるようになってい
る。
【００６０】次に、消費カロリ演算処理について説明す
る。図１２は消費カロリ演算処理の処理手順を示すフロ
ーチャートであり、図１３は、脈拍データ及び加速度デ
ータを説明するグラフである。図１３に示すように、脈
拍データは、時系列の脈波によって表され、加速度デー
タは、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、及びＺ軸方向についての時
系列の加速度波形によって表される。情報処理装置３
は、まず脈拍データ及び加速度データから、最初の１０
秒間の脈波並びにＸ軸方向、Ｙ軸方向、及びＺ軸方向夫
々の加速度波形を抽出する（ステップ１１０１）。次
に、抽出した３軸の加速度波形に基づいて、Ｘ軸方向、
Ｙ軸方向、及びＺ軸方向の近似速度成分Ｖ

Xi
，Ｖ

Yi
，及

びＶ
Zi
を算出する（ステップ１１０２）。具体的には、

各々の加速度の平均値を算出し、各平均値と対応する加
速度波形との間の差分絶対値を求め、差分絶対値を加速
度毎に積分する。各々の積分値が、近似速度成分Ｖ

Xi
，

Ｖ
Yi
，及びＶ

Zi
となる。

【００６１】続いて、式（１）に従って近似速度成分Ｖ

Xi
，Ｖ

Yi
，及びＶ

Zi
のノルム（各成分の２乗の合計の平

方根）をとり、近似速度Ｖ
i 
を求める（ステップ１１０

３）。
【００６２】
Ｖ
i 
＝√（Ｖ

Xi

2 ＋Ｖ
Yi

2 ＋Ｖ
Zi

2 ）  …  （１）
【００６３】近似速度Ｖ

i 
を求めた後、式（２) に従っ

て、注目する１０秒間の消費カロリΔＥ
i 
を算出する

（ステップ１１０４）。
【００６４】
ΔＥ

i 
＝（１／２）・Ｗ・Ｖ

i 

2 ＋５０  …  （２）
【００６５】ここで、Ｗは体重データから得た患者１０
０の体重である。（２）式で、“（１／２）・Ｗ・Ｖ

i 
2 ”は注目する１０秒間の運動エネルギーを表し、また
“５０”は注目する１０秒間の基礎代謝を表しており、
これらを加算することにより消費カロリΔＥ

i 
が算出さ

れる。
【００６６】次に、抽出した脈波に基づいて、平均脈拍
数Ｈ

i 
を算出する（ステップ１１０５）。具体的には、

まず、脈波が極大値を示す２つの時刻の差分を６０で割
り、割算の結果の逆数を瞬間脈拍数として求める。この
ような瞬間脈拍数の算出を注目する１０秒間について行
い、これによって得られた複数の瞬間脈拍数を平均して
平均脈拍数Ｈ

i 
を算出する。そして、消費カロリΔＥ

i 

を２．５・Ｈ
i 
＋２５０と比較する（ステップ１１０

６）。通常、消費カロリΔＥ
i 
は、平均脈拍数Ｈ

i 
との

関係において、（２．５・Ｈ
i 
＋１００）±１５０の範

囲に含まれる。これは、実験によって見出されたもので
ある。このため、ステップ１１０６においてΔＥ

i 
＞

２．５・Ｈ
i 
＋２５０のときは、乗物等によって３軸加

速時計に外的な加速度が加えられているとみなして、
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２．５・Ｈ

i 
＋２５０を消費カロリΔＥ

i 
とする（ステ

ップ１１０７）。一方、ステップ１１０６においてΔＥ

i 
≦２．５・Ｈ

i 
－５０のときは、患者１００に精神的

なストレスが生じているとみなして、そのままステップ
１１０８に移る。
【００６７】未抽出の脈波及び３軸加速度波形が残って
いるか否かを判断し（ステップ１１０８）、残っている
場合は、次の１０秒間の脈波及び３軸加速度波形を抽出
し（ステップ１１０９）、ステップ１１０２に戻る。ス
テップ１１０８において、全ての抽出が完了している場
合は、各１０秒間の消費カロリΔＥ

i 
を積分し（ステッ

プ１１１０）、２４時間分の消費カロリＥ
i 
を算出し

て、リターンする。
【００６８】続いて、有酸素運動時間演算処理について
説明する。図１４は、有酸素運動演算処理の処理手順を
示すフローチャートである。まず、有酸素運動時間Ｔ

i 

を０とする（ステップ１２０１）。ステップ１２０２～
１２０６の処理は、ステップ１１０１～１１０５の処理
と同様であるので説明を省略する。消費カロリΔＥ

i
が

３５０＜ΔＥ
i 
＜４５０を満たすか否かを判別し（ステ

ップ１２０７）、満たさないときは平均脈拍数Ｈ
i 
が１

００＜Ｈ
i 
＜１４０を満たすか否かを判別する（ステッ

プ１２０８）。ステップ１２０７の条件を満たすとき *
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*は、注目する１０秒間に有酸素運動が行われたとみな
し、またステップ１２０８の条件を満たす場合も、注目
する１０秒間に体は静止しているが、この静止は有酸素
運動の一時的なものであるとみなして、有酸素運動時間
Ｔ
i 
に１０秒を加算して有酸素運動時間Ｔ

i 
を更新し

（ステップ１２０９）、ステップ１２１０へ移る。ステ
ップ１２０８の条件を満たさない場合は、未抽出の脈波
及び加速度波形が残っているか否かを判断し（ステップ
１２１０）、残っている場合は、次の１０秒間の脈波及
び３軸加速度波形を抽出し（ステップ１２１１）、ステ
ップ１２０３に戻る。ステップ１２１０において、全て
の抽出が完了している場合は、リターンする。
【００６９】次に、睡眠時間演算処理について説明す
る。図１５は、睡眠時間演算処理の処理手順を示すフロ
ーチャートである。まず、睡眠時間ＳＴ及び深睡眠時間
ＤＴを夫々０とし（ステップ１３０１）、ステップ１３
０２～１３０６において、ステップ１１０１～１１０５
と同様の処理を行う。但し、ステップ１３０２では５分
間の脈波及び３軸加速度波形を抽出し、ステップ１３０
５では式（３）に従って、この５分間の消費カロリΔＥ

i 
を算出し、ステップ１３０６ではこの５分間における
複数の瞬間脈拍数から平均脈拍数Ｈ

i 
を算出する。

【００７０】
  ΔＥ

i 
＝３０・｛（１／２）・Ｗ・Ｖ

i 

2 ＋５０｝  …  （３）
【００７１】次に、注目する５分間が睡眠状態であるか
否かを判別する（ステップ１３０７）。この判断は、消
費カロリΔＥ

i 
がΔＥ

i 
＜１２５を満たし、しかも平均

脈拍数Ｈ
i 
がＨ

i 
＜７０を満たしている場合には、注目

する５分間は睡眠状態であるとみなし、これらの条件の
一方、又は両方を満たしていない場合には、注目する５
分間は睡眠状態でないとみなすことによってなされる。
そして、ステップ１３０７において、睡眠状態である場
合には、睡眠時間ＳＴに５分加算する（ステップ１３０
８）。ステップ１３０７において、睡眠状態でない場合
には、ステップ１３１１に移る。
【００７２】続いて、同じ５分間が深睡眠時間であるか
否かを判別する（ステップ１３０９）。この判断は、消
費カロリΔＥ

i 
がΔＥ

i 
＜１００を満たし、しかも平均

脈拍数Ｈ
i 
がＨ

i 
＜６０を満たしている場合には、注目

する５分間は深睡眠状態であるとみなし、これらの条件
の一方、又は両方を満たしていない場合には、注目する
５分間は深睡眠状態でないとみなすことによってなされ
る。そして、ステップ１３０９において、深睡眠状態で
ある場合には、深睡眠時間ＤＴに５分加算する（ステッ*

*プ１３１０）。ステップ１３０９において、深睡眠状態
でない場合には、ステップ１３１１に移る。
【００７３】そして、未抽出の脈波及び３軸加速度波形
が残っているか否かを判断し（ステップ１３１１）、残
っている場合は、次の５分間の脈波及び３軸加速度波形
を抽出し（ステップ１３１２）、ステップ１３０３に戻
る。ステップ１３１１において、全ての抽出が完了して
いる場合は、リターンする。
【００７４】次に、ストレス時間演算処理について説明
する。図１６は、ストレス時間演算処理の処理手順を示
すフローチャートである。まず、ストレス時間Ｓｔを０
とし（ステップ１４０１）、ステップ１４０２～１４０
６において、ステップ１１０１～１１０５と同様の処理
を行う。但し、ステップ１４０２では５秒間の脈波及び
３軸加速度波形を抽出し、ステップ１４０５では式
（４）に従って、この５秒間の消費カロリΔＥ

i 
を算出

し、ステップ１４０６ではこの５秒間における複数の瞬
間脈拍数から平均脈拍数Ｈ

i 
を算出する。

【００７５】

  ΔＥ
i 
＝（１／２）・｛（１／２）・Ｗ・Ｖ

i 

2 ＋５０｝  …  （４）
【００７６】次に、注目する５秒間がストレス状態であ
るか否かを判別する（ステップ１４０７）。この判断
は、消費カロリΔＥ

i 
がΔＥ

i 
＜｛（２．５・Ｈ

i 
＋１

００）－１５０｝・（１／２）を満たしている場合に
は、注目する５秒間はストレス状態であるとみなし、こ

の条件を満たしていない場合には、注目する５秒間はス
トレス状態でないとみなすことによってなされる。そし
て、ステップ１４０７において、ストレス状態である場
合には、ストレス時間Ｓｔに５秒加算する（ステップ１
４０８）。ステップ１４０７において、ストレス状態で
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ない場合には、ステップ１４０９に移る。
【００７７】そして、未抽出の脈波及び３軸加速度波形
が残っているか否かを判断し（ステップ１４０９）、残
っている場合は、次の５秒間の脈波及び３軸加速度波形
を抽出し（ステップ１４１０）、ステップ１４０３に戻
る。ステップ１４０９において、全ての抽出が完了して
いる場合は、リターンする。
【００７８】続いて、生活リズム演算処理について説明
する。図１７は、生活リズム演算処理の処理手順を示す
フローチャートである。まず、フラグＦをリセットする
（ステップ１５０１）。ステップ１５０２～１５０７の
処理は、ステップ１３０２～１３０７と同様であるので
説明を省略する。ステップ１５０７において、注目する
５分間が睡眠状態であると判別された場合、フラグＦの
状態を判別し（ステップ１５０８）、フラグＦがセット
状態であるとき、ステップ１５１１へ移る。ステップ１
５０８において、フラグＦがリセット状態であるとき、
睡眠開始時刻を注目する５分間の開始時刻とし（ステッ
プ１５０９）、フラグＦをセットする（ステップ１５１
０）。また、ステップ１５０７において、注目する５分
間が睡眠状態でないと判別された場合、ステップ１５１
２へ移る。
【００７９】睡眠終了時刻を注目する５分間の終了時刻
とし（ステップ１５１１）、未抽出の脈波及び３軸加速
度波形が残っているか否かを判断し（ステップ１５１
２）、残っている場合は、次の５分間の脈波及び３軸加
速度波形を抽出し（ステップ１５１３）、ステップ１５
０３に戻る。ステップ１５１２において、全ての抽出が
完了している場合は、リターンする。
【００８０】次に、健康状態評価処理について説明す
る。図１８及び図１９は、健康状態評価処理の処理手順
を示すフローチャートである。まず、体温データが表す
患者１００の体温Ｔｍが、Ｔｍ＜Ｔｍｓ－０．７を満た
すか否かを判別する（ステップ１６０１）。ここで、Ｔ
ｍｓは、患者の標準的な体温を表しており、患者毎に定
められた値である。ステップ１６０１の条件を満たす場
合は、体温が低いと判断し、「体が少し冷えています。
暖かくしてください。」という内容を表すデータを評価
結果として生成して（ステップ１６０２）、ステップ１
６０６へ移る。また、ステップ１６０１の条件を満たさ
ない場合は、Ｔｍ＞Ｔｍｓ＋０．７を満たすか否かを判
別する（ステップ１６０３）。ステップ１６０３の条件
を満たす場合は、体温が高いと判断し、「少し熱があり
ます。安静にしてください。」という内容を表すデータ
を評価結果として生成して（ステップ１６０４）、ステ
ップ１６０６へ移る。ステップ１６０３の条件を満たさ
ない場合には、標準的な体温であると判断し、「体温は
正常です。」という内容を表すデータを評価結果として
生成する（ステップ１６０５）。
【００８１】続いて、脈波データの極大値を計数するこ
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とにより、１分間の脈拍数Ｐを算出し（ステップ１６０
６）、この脈拍数Ｐが、Ｐ＜Ｐｓ－１０を満たすか否か
を判別する（ステップ１６０７）。ここで、Ｐｓは、患
者の標準的な１分間当たりの脈拍数を表しており、患者
毎に定められた値である。ステップ１６０７の条件を満
たす場合は、脈拍数が低いと判断し、「脈拍数が低いで
す。」という内容を表すデータを評価結果に追加して
（ステップ１６０８）、ステップ１６１２へ移る。ま
た、ステップ１６０７の条件を満たさない場合は、Ｐ＞
Ｐｓ＋２０を満たすか否かを判別する（ステップ１６０
９）。ステップ１６０９の条件を満たす場合は、脈拍数
が高いと判断し、「脈拍数が高いです。少し安静にして
ください。」という内容を表すデータを評価結果に追加
して（ステップ１６１０）、ステップ１６１２へ移る。
ステップ１６０９の条件を満たさない場合は、標準的な
脈拍数であると判断し、「脈拍数は正常です。」という
内容を表すデータを評価結果に追加する（ステップ１６
１１）。
【００８２】そして、血圧データから得られる患者１０
０の収縮期血圧Ｐ１が、Ｐ１＜１００を満たすか否かを
判別し（ステップ１６１２）、これを満たす場合は、血
圧が低いと判断し、「血圧が低いです。睡眠と栄養を十
分にとってください」という内容を表すデータを評価結
果に追加して（ステップ１６１３）、リターンする。ス
テップ１６１２の条件を満たさない場合は、１００≦Ｐ
１≦１４０を満たし、かつ、血圧データから得られる拡
張期血圧Ｐ２が、Ｐ２＜９０を満たすか否かを判別し
（ステップ１６１４）、この条件を満たす場合は、正常
な血圧であると判断し、「血圧は正常です。」という内
容を表すデータを評価結果に追加して（ステップ１６１
５）、リターンする。ステップ１６１４の条件を満たさ
ない場合には、血圧が高いと判断し、「血圧が高いで
す。お医者さんに相談してください。」という内容を表
すデータを評価結果に追加して（ステップ１６１６）、
リターンする。
【００８３】次に、問診評価処理について説明する。図
２０は、問診評価処理の処理手順を示すフローチャート
である。情報処理装置３のハードディスク装置３４に
は、図１０及び図１１に示すような、不健康な場合の設
問に対する回答が予め記憶されている。情報処理装置３
は、回答データから得られる生活習慣に関する設問に対
する患者１００の回答と、予め記憶された生活習慣に関
する設問に対する回答との比較を行い（ステップ１７０
１）、両者が合致している数が０又は１であった場合、
非常に健康的な生活であると判断し、「とても健康的な
生活です。」という内容を表すデータを問診結果として
生成して（ステップ１７０２）、ステップ１７０６へ移
る。またステップ１７０１において、両者が合致してい
る数が２～４であった場合、やや不健康な生活であると
判断し、「やや不健康な生活です。注意してくださ
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い。」という内容を表すデータを問診結果として生成し
て（ステップ１７０３）、ステップ１７０６へ移る。ス
テップ１７０１において、両者が合致している数が５～
７であった場合には、不健康な生活であると判断し、
「不健康な生活です。食事、運動に気を付けてくださ
い。」という内容を表すデータを問診結果として生成し
て（ステップ１７０４）、ステップ１７０６へ移る。ス
テップ１７０１において、両者が合致している数が８以
上であった場合には、非常に不健康な生活であると判断
し、「不健康な生活です。お医者さんに相談してくださ
い。」という内容を表すデータを問診結果として生成し
て（ステップ１７０５）、ステップ１７０６へ移る。
【００８４】次に、回答データから得られる体調に関す
る設問に対する患者１００の回答と、予め記憶された体
調に関する設問に対する回答との比較を行い（ステップ
１７０６）、両者が合致している数が０又は１であった
場合、非常に健康的な体調であると判断し、「とても健
康です。」という内容を表すデータを問診結果に追加し
て（ステップ１７０７）、リターンする。またステップ
１７０６において、両者が合致している数が２～４であ
った場合、やや不健康な体調であると判断し、「やや不
健康です。あまり無理をなさらないでください。」とい
う内容を表すデータを問診結果に追加して（ステップ１
７０８）、リターンする。ステップ１７０６において、
両者が合致している数が５～７であった場合には、不健
康な体調であると判断し、「健康に不安があります。お
医者さんに相談してください。」という内容を表すデー
タを問診結果に追加して（ステップ１７０９）、リター
ンする。ステップ１７０６において、両者が合致してい
る数が８以上であった場合には、非常に不健康な体調で
あると判断し、「病気かもしれません。お医者さんに診
てもらってください。」という内容を表すデータを問診
結果に追加して（ステップ１７１０）、リターンする。
【００８５】なお、本実施の形態１においては、問診用
の設問として、生活習慣に関する設問と、体調に関する
設問を用いる構成としたが、これに限るものではなく、
例えば、これらの内の一方だけを用いる構成としてもよ
いし、糖尿病患者用の食事に関する設問、及び糖尿病患
者の運動に関する設問を用いる構成としてもよい。
【００８６】また、サービス提供者３００は、医者２０
０が患者１００に本発明に係る健康管理システムを紹介
し、この紹介によって患者１００が健康管理用通信装置
１を購入し、本発明に係る健康管理システムに加入した
とき、医者１００に対して紹介料を支払う。また、健康
保険組合５００は、患者１００が本発明に係る健康管理
システムに加入したとき、患者１００に対して商品券等
の特典を贈与する。
【００８７】（実施の形態２）図２１は、本発明に係る
健康管理システムの実施の形態２の要部の構成を示す模
式図である。図２１に示すように、本実施の形態２に係
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る健康管理システムは、病院又は医院等に設置された診
断用通信装置２Ａを備えている。図２２は、診断用通信
装置２Ａの構成を示すブロック図である。診断用通信装
置２Ａは、ＣＰＵ２ａ、ＲＡＭ２ｂ、ＲＯＭ２ｃ、ハー
ドディスク装置２ｄ、及びインタフェース回路２ｅを備
えており、インタフェース回路２ｅには、キーボード及
びマウス等の入力装置２１、ディスプレイ装置２２、及
びインターネットに接続されている通信装置２３が接続
されている。医者２００は入力装置２１を操作すること
によって、患者のカルテデータを診断用通信装置２Ａに
入力することができる。また、診断用通信装置２Ａは、
インターネットを介して情報処理装置３に接続されてお
り、カルテデータを情報処理装置３へ送信し、情報処理
装置３のハードディスク装置３４にこれを記憶させ、ま
た情報処理装置３にカルテデータを要求し、情報処理装
置３にカルテデータを送信させることにより、カルテデ
ータを取り出すことができるようになっている。
【００８８】更に、情報処理装置３は、インターネット
等から最新の医学に関する医学データを収集するように
なされており、診断用通信装置２Ａは、情報処理装置３
のハードディスク装置３４に格納されている医学データ
を、情報処理装置３に要求し、情報処理装置３に医学デ
ータを送信させることにより、医学データを取り出すこ
とができるようになっている。
【００８９】一方、健康管理用通信装置１は、情報処理
装置３によって患者１００の健康状態の評価を行った結
果を、ＰＨＳ通信によって受けることができるようにな
っており、受信したデータによって、患者１００の氏
名、消費カロリ、有酸素運動時間、睡眠時間及び深睡眠
時間、ストレス時間、睡眠開始時刻及び睡眠終了時刻、
評価結果、並びに問診結果を、音声メッセージとして出
力するようになっている。
【００９０】その他、本実施の形態２に係る健康管理シ
ステムのその他の構成は、実施の形態１に係る健康管理
システムの構成と同様であるので、説明を省略する。
【００９１】次に、本実施の形態２に係る健康管理シス
テムの処理手順を説明する。図２３～図２６は、本実施
の形態２に係る健康管理システムの処理手順を示すフロ
ーチャートである。ステップ２０１～２１８は、図５～
図７に示すステップ１～１８と同様であるので説明を省
略する。情報処理装置３には、患者毎に、患者の健康管
理用通信装置１を特定する健康管理用通信装置識別デー
タ、及び患者の主治医の診断用通信装置２Ａを特定する
診断用通信装置識別データが、患者の患者識別データに
対応付けられて、ハードディスク装置３４に記憶してあ
る。情報処理装置３は、患者１００の氏名、体重、消費
カロリ、有酸素運動時間、睡眠時間及び深睡眠時間、ス
トレス時間、睡眠開始時刻及び睡眠終了時刻、評価結
果、並びに問診結果を含む第１データを生成し（ステッ
プ２１９）、患者１００の氏名、体重、血圧、体温、脈
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波、消費カロリ、有酸素運動時間、睡眠時間、ストレス
時間、睡眠開始時刻及び睡眠終了時刻、並びに問診結果
を含む第２データを生成し（ステップ２２０）、また、
患者１００の氏名、体重、血圧、体温、脈波、消費カロ
リ、睡眠時間、及び問診結果を含む第３データを生成す
る（ステップ２２１）。第１データを前記健康管理用通
信装置識別データから特定される健康管理用通信装置１
へ送信し（ステップ２２２）、第２データを前記診断用
通信装置識別データから特定される診断用通信装置２Ａ
へ送信し（ステップ２２３）、第３データを看護用通信
装置４へ送信する（ステップ２２４）。
【００９２】ステップ２２５は、図８に示すステップ２
４の処理と同様であるので、説明を省略する。健康管理
用通信装置１は、第１データを受信し（ステップ２２
６）、これを音声メッセージにて出力する（ステップ２
２７）。一方、診断用通信装置２Ａは、第２データを受
信し（ステップ２２８）、これをディスプレイ装置２２
に表示する（ステップ２２９）。ステップ２３０，２３
１は、図８に示すステップ２５，２６と同様であるの
で、説明を省略する。
【００９３】なお、実施の形態１，２に係る健康管理シ
ステムにおいては、医者２００及び訪問看護業者４００
が関与する構成としたが、これに限らず、医者２００又
は訪問看護業者４００が関与しない構成としてもよい。
【００９４】また、実施の形態１，２においては、健康
管理用通信装置１と情報処理装置３との間で行われる通
信をＰＨＳ通信とした構成について述べたが、これに限
るものではなく、例えば、セルラー方式のような、他の
無線通信を用いた構成であってもよく、また、有線通信
を用いた構成であってもよいことはいうまでもない。
【００９５】また、実施の形態１においては、情報処理
装置３による患者１００の健康状態の評価結果を、ファ
クシミリ装置１Ａ，２へ夫々第１文書データ及び第２文
書データを送信することによって、患者１００及び医者
２００へ通知し、実施の形態２においては、情報処理装
置３による評価結果を、健康管理用通信装置１及び診断
用通信装置２Ａへ、第１データ及び第２データを送信す
ることによって、患者１００及び医者２００へ通知する
構成について述べたが、これに限るものではなく、患者
１００に対しては、患者１００が保有するファクシミリ
装置１Ａへ評価結果を表す文書データを送信し、医者２
００に対しては、診断用通信装置２Ａへ評価結果を表す
データを送信することによって、前記評価結果を患者１
００及び医者２００へ夫々通知する構成としてもよく、
また、患者１００に対しては、健康管理用通信装置１へ
評価結果を表すデータを送信し、医者２００に対して
は、医者２００が保有するファクシミリ装置２へ評価結
果を表す文書データを送信することによって、前記評価
結果を患者１００及び医者２００へ夫々通知する構成と
してもよい。
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【００９６】また、実施の形態１，２においては、情報
処理装置３による患者１００の健康状態の評価結果を、
看護用通信装置４へデータを送信することによって、訪
問看護業者４００へ通知する構成について述べたが、こ
れに限るものではなく、例えば、訪問看護業者４００が
保有するファクシミリ装置へ前記評価結果を表す文書デ
ータを送信することによって、前記評価結果を訪問看護
業者４００へ通知する構成としてもよく、また、前記評
価結果を表す文書を訪問看護業者４００へ郵送すること
によって、前記評価結果を訪問看護業者４００へ通知す
る構成としてもよい。
【００９７】
【発明の効果】以上詳述した如く、第１及び第１３発明
による場合は、健康管理用通信装置によって、対象者の
健康状態を表す健康状態情報を収集し、この健康状態情
報を情報処理装置へ送信し、情報処理装置が前記健康状
態情報に基づいて対象者の健康状態の評価を行い、この
結果を対象者及び該対象者の主治医等に通知することに
より、対象者及び医者が容易に対象者の日常的な健康状
態を把握でき、医者が対象者を診断する場合にも、情報
処理装置から通知された評価結果を用いることで、より
正確に対象者を診断することが可能となる。
【００９８】また、評価結果を示す文書等を、対象者に
対してファクシミリ、郵便などによって送付することに
よって、対象者への評価結果の通知を行うことができ、
この場合、対象者は情報処理装置から評価結果を受け取
るために新たな装置を用意する必要が無く、安価にこの
ような健康管理システムを利用することができる。
【００９９】また、同様に、評価結果を表す文書等を、
医者に対してファクシミリ、郵便などによって送付する
ことによって、医者への評価結果の通知を行うことがで
き、この場合、小規模な医院等においても、高価なコン
ピュータシステムを導入することなく、安価にこのよう
な健康管理システムを利用することができる。
【０１００】第２及び第１４発明による場合は、情報処
理装置から送信された評価結果情報を、健康管理用通信
装置が受信することによって、対象者への評価結果の通
知を行う。従って、情報処理装置が評価結果情報を生成
した後に、これを自動的に健康管理用通信装置へ送信す
ることにより、自動的に対象者へ評価結果を通知するこ
とができる。
【０１０１】第３及び第１５発明による場合は、情報処
理装置から送信された評価結果情報を、診断用通信装置
が受信することによって、医者への評価結果の通知を行
う。従って、情報処理装置が評価結果情報を生成した後
に、これを自動的に診断用通信装置へ送信することによ
り、自動的に医者へ評価結果を通知することができる。
【０１０２】第４発明による場合は、医者が対象者の診
断に使用する診断用通信装置によって、対象者のカルテ
を表すカルテ情報を情報処理装置へ送信し、該情報処理
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装置に記憶することにより、小規模な医院等であって
も、安価にカルテの電子化を行うことができる。
【０１０３】第５、第６及び第１６発明による場合は、
対象者の健康状態を評価した結果を、看護者へ通知する
ことにより、看護者も日常的な対象者の健康状態を把握
することができ、対象者の健康状態に合致した看護を行
うことが可能となる。
【０１０４】第７発明による場合は、問診部によって対
象者に問診を行い、検出部によって対象者の脈拍及び血
圧等の生理状態を検出し、問診結果及び生理状態を用い
て対象者の健康状態の評価を行うことにより、十分に正
確に健康状態の評価を行うことができる。
【０１０５】第８発明による場合は、音声発生手段によ
って、問診用のメッセージを音声で出力し、対象者がこ
れに応じて回答した内容を、音声認識手段によって音声
認識を用いて認識することにより、対象者が複雑な操作
を行うことなく、容易に問診を受けることができる。
【０１０６】第９発明による場合は、検出部を対象者の
身体に装着することが可能な可搬型の検出部とすること
により、対象者が外出した場合であっても前記生理情報
を収集することができる。
【０１０７】第１０発明による場合は、対象者へ提供し
た情報に応じて、対象者に対する課金を表す課金情報を
演算する。これにより、対象者へ提供した情報に応じた
金額を徴収することができ、また前記課金情報を自動的
に演算することで、対象者に対する課金を計算する処理
に要する手間をなくすことが可能となる。
【０１０８】第１１発明による場合は、医者が診断用通
信装置を使用する場合に、この使用に基づいて、医者に
対する課金を表す課金情報を演算する。これにより、カ
ルテ情報の管理等に応じた金額を徴収することができ、
また前記課金情報を自動的に演算することで、医者に対
する課金を計算する処理に要する手間をなくすことが可
能となる。
【０１０９】第１２発明による場合は、看護者へ提供し
た情報に応じて、看護者に対する課金を表す課金情報を
演算する。これにより、看護者へ提供した情報に応じた
金額を徴収することができ、また前記課金情報を自動的
に演算することで、看護者に対する課金を計算する処理
に要する手間をなくすことが可能となる等、本発明は優
れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る健康管理システムの実施の形態１
の要部の構成を示す模式図である。
【図２】健康管理用通信装置の一例を示す模式図であ
る。
【図３】本体の構成を示すブロック図である。
【図４】情報処理装置の構成を示すブロック図である。
【図５】実施の形態１に係る健康管理システムの処理手
順を示すフローチャートである。
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【図６】実施の形態１に係る健康管理システムの処理手
順を示すフローチャートである。
【図７】実施の形態１に係る健康管理システムの処理手
順を示すフローチャートである。
【図８】実施の形態１に係る健康管理システムの処理手
順を示すフローチャートである。
【図９】問診処理の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図１０】生活習慣に関する設問の一例を説明する図表
である。
【図１１】体調に関する設問の一例を説明する図表であ
る。
【図１２】消費カロリ演算処理の処理手順を示すフロー
チャートである。
【図１３】脈拍データ及び加速度データを説明するグラ
フである。
【図１４】有酸素運動演算処理の処理手順を示すフロー
チャートである。
【図１５】睡眠時間演算処理の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図１６】ストレス時間演算処理の処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図１７】生活リズム演算処理の処理手順を示すフロー
チャートである。
【図１８】健康状態評価処理の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図１９】健康状態評価処理の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図２０】問診評価処理の処理手順を示すフローチャー
トである。
【図２１】本発明に係る健康管理システムの実施の形態
２の要部の構成を示す模式図である。
【図２２】診断用通信装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２３】実施の形態２に係る健康管理システムの処理
手順を示すフローチャートである。
【図２４】実施の形態２に係る健康管理システムの処理
手順を示すフローチャートである。
【図２５】実施の形態２に係る健康管理システムの処理
手順を示すフローチャートである。
【図２６】実施の形態２に係る健康管理システムの処理
手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１  健康管理用通信装置
１１  本体
１１ａ  制御部
１１ｂ  マイク
１１ｃ  スピーカ
１１ｄ  体温計
１１ｅ  脈波計
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１１ｆ  無線通信部
１１ｇ  ＰＨＳ通信部
１２  バイタルセンサ
１３  体重計
１４  血圧計
１Ａ  ファクシミリ装置
２  ファクシミリ装置 *
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*２Ａ  診断用通信装置
３  情報処理装置
４  看護用通信装置
１００  患者
２００  医者
３００  サービス提供者
４００  訪問看護業者
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